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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
禁
止
す
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法
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す
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弁
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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
禁
止
す
る
法

案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
、
ロ
シ
ア
連
邦
国
家
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
に
よ
り
、
御

指
摘
の
「
法
案
」
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
法
案
」
が
成
立
し
た
場
合
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
二
百
海
里
水
域
に
お
い
て
、
我
が
国
漁
業
者

が
従
来
の
漁
法
を
用
い
た
操
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
同
水
域
に
お
い
て

我
が
国
漁
業
者
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
操
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
、
累
次
に
わ
た
り
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
、

ロ
シ
ア
連
邦
議
会
等
の
関
係
者
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
の
北
京
に
お
け
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
首
脳
会
議
の
際
の
日

露
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
に
対
し
て
直
接
働
き
か
け
を
行
っ
た

ほ
か
、
同
年
十
二
月
に
西
川
農
林
水
産
大
臣
（
当
時
）
か
ら
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
農
業
大
臣
（
当
時
）
に
対
し
、

一



平
成
二
十
七
年
一
月
に
岸
田
外
務
大
臣
か
ら
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
第
一
副
首
相
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
書
簡
に
よ
る

働
き
か
け
を
行
い
、
同
年
四
月
に
も
改
め
て
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
に
対
し
、
書
簡
に

さ
つ

よ
る
働
き
か
け
を
行
っ
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
以
降
、
原
田
ロ
シ
ア
連
邦
駐
箚
特
命
全
権
大
使
か
ら
、
フ
ョ
ー

ド
ロ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
農
業
大
臣
（
当
時
）
、
シ
ェ
ス
タ
コ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
農
業
次
官
兼
ロ
シ
ア
連
邦
漁
業
庁
長
官
を
始

め
と
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
議
会
の
高
い
レ
ベ
ル
の
関
係
者
に
対
し
て
働
き
か
け
を
行
う
な
ど
、
在
ロ
シ

ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
た
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
議
会
へ
の
働
き
か
け
を
累
次
に
わ
た
り
行
っ
て
き
て

い
る
。

三
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
法
案
」
の
審
議
日
程
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、

我
が
国
漁
業
者
が
操
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
議
会
に
対
し
粘
り
強
く
働

き
か
け
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


